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＜原著＞

福祉サービス利用における社会支援アクセス権の確立

井　土　睦　雄

Establishment of the Social Support Right to Access in
Social-welfare-services Use

Mutsuo  IDO

　The purpose of this research is to point out that social welfare legislation is one of the 
factors of human rights abuse. 
　As the factor, by an application principle and support priority in social welfare legislation, 
a user and a citizen cannot access social welfare services easily, and shows that it has the 
danger of receiving human rights abuse. 
　And in order to prevent human rights abuse, in social welfare legislation, it raises that 
the right to use social welfare services must be specified based on respect of the self-
determination of a user and a citizen.
　As this method of research, literature, a judicial precedent, and disabled person 
organization report data were examined.
　This research showed the following things. 
　In order to carry out solution or prevention for human rights abuse, it is important that 
a user and a citizen obtain the social-welfare-services right of use <participation right> by 
social welfare legislation. 
　In order to obtain the right of use, while a user and a citizen receive social support to 
social welfare services, self-selection and the process to determine must be secured. At 
the same time, the right which can be approached and connected must be obtained by 
social welfare services. That is, the right which can be accessed to social support must be 
obtained.

「この研究の目的は、社会福祉法制が人権侵害の要因のひとつになっていることを指摘する
ことである。その要因として、社会福祉法制における申請主義や扶養優先により、利用者・
市民は、福祉サービスにアクセスできにくく、人権侵害を受ける危険性を持っていることを
示す。そして、人権侵害を防ぐためには、社会福祉法制において、利用者・市民の自己決定
の尊重を基盤に、福祉サービスを利用する権利が規定されなければならないことを提起する。
　この研究方法としては、文献、判例、障害者団体報告資料を検討した。
　この研究の結果、以下のことがわかった。
　人権侵害を解決または予防をするためには、利用者・市民が福祉サービス利用権〈参加権〉
を社会福祉法制で得ることが重要である。その利用権を得るためには、利用者・市民は、福
祉サービスに対し、社会支援を受けながら自己選択・決定する過程が保障されなければなら
ない。同時に、福祉サービスに接近・接続できる権利が得られなければならない。つまり、
社会支援へアクセスできる権利が得られなければならない。」
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研 究 意 図

　本研究目的は、社会福祉法制が、利用者・
市民（利用者、または支援者になり得る人々）
の主体的な福祉サービス選択・利用権を制限
していることによって、人権侵害問題を発生
させる要因を備えていることを指摘すること
である。そして、その問題を予防するために
は、利用者・市民が福祉サービス利用権を得
ることが重要であることを示すことである。
その解決策について、社会福祉法制を検討し、
その基底にある申請主義と扶養優先の課題を
追いながら、社会支援にアクセスできる権利
を仮設する。その構築には、福祉サービスを
知る権利と、利用する権利（参加権）が、当
事者（利用者または利用者になり得る市民）
に保障される必要があることを提起する。
　利用者・市民が社会支援を受けられる権利
はどのように構築されるべきなのだろうか。
それは、利用者・市民自らが、最も価値のあ
る自立のために、支援関係者に聴き、相談し、
社会支援を申しこみ、申請、利用する過程に
おいて、それらの支援プロセスと方法を知り、
快適な支援環境を整えていくことで構築され
る。その視座は、自己決定を尊重する社会支
援の命題かつ使命となる。そしてその支援環
境は、社会支援の価値を国民に示すことがで
きる社会福祉法制と、その支援行政と支援事
業者、そして支援者の存在が必要不可欠であ
る。
　しかしながら、果たしてその関係支援者は、
利用者・市民が願う価値ある社会支援を利用
者・市民の権利として供給できるのだろうか。
ややもすると社会支援は、法的判断にゆだね、
支援の手が少なくても、意思や判断力に不安
を抱えながら、利用契約に傾倒する恐れがあ
る。その結果、福祉サービス受給者の自己決
定への願いに対して、他者からの支援を差し

伸べられない現実も生まれやすい。その実現
には、法制で解決する前の段階において、福
祉サービスを利用する権利を権利擁護支援と
して遂行する視点が重要になる。
　そこで本稿では、次のことを検討したい。
それは、社会福祉を担う行政担当者や関係支
援者と共に、利用者・市民の意思を尊重でき
る前提条件を整えられるのは、「知る権利」
と「福祉サービス利用権（参加権）」を「ア
クセス権」として捉え、社会福祉法制におい
てその規定を構築することではないかという
ことである。
　本稿では、社会福祉法制が規定する「福祉
サービス」の確立ではなく、当事者の権利擁
護・権利保障を社会的に支援する制度・方法
論の検討指標として、あえて「社会支援アク
セス権の確立」という仮設を立てた。その意
図は、福祉サービスの利用契約下において、
利用者・市民が、そのサービスに接近・接続し、
必要な援助を社会的に受けられる権利を獲得
するところにある。尚、その当事者を、利用
者・市民であると捉え、両者に存在する社会
支援への願いと、そのアクセス、そして、そ
の支援活用に至るまでの連続性を重視し、こ
の市民については、利用者、または支援者に
なり得る人々と位置づけた。
　以上の主旨に基づき、研究方法として、判
例、障害者団体報告資料等の先行文献で示さ
れた内容を検討する。

第１章　社会福祉サービス利用権

第１節　社会福祉サービスとアクセス権
　2006年12月には障害のある人の権利に関す
る条約１） が第61回国連総会において採択さ
れ2008年5月に発効した。その条約の一般原
則では、「⒜固有の尊厳、個人の自律（自ら
選択を行う自由を含む。）及び人の自立に対
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する尊重、⒝非差別〔無差別〕、⒞社会への
完全かつ効果的な参加及びインクルージョ
ン、⒟差異の尊重、並びに人間の多様性の一
環及び人類の一員としての障害のある人の受
容、⒠機会の平等〔均等〕、⒡アクセシビリ
ティ、⒢男女の平等、⒣障害のある子どもの
発達しつつある能力の尊重、及び障害のある
子どもがそのアイデンティティを保持する権
利の尊重」２） と定めている。この条約に向
けては、日本でも社会福祉法制の解釈と改正
をめぐって検討されているところであり、今
後も、批准化に向けた論議が予想される。
　本稿では、特に障害のある人のアクセス権
に注目しながら、その第12条の法律の前の平
等と社会福祉法制へのアクセスについて、日
本の社会福祉法制から検討したい。
　第12条では次のように規定している。「１．
締約国は、障害のある人が、すべての場所
において、法律の前に人として認められる
権利を有することを再確認する。〈原文 : １．
States Parties reaffirm that persons with 
disabilities have the right to recognition 
everywhere as persons before the law.〉２．
締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側
面において他の者との平等を基礎として法
的能力を享有することを認める。〈原文 : ２．
States Parties shall recognize that persons 
with disabilities enjoy legal capacity on an 
equal basis with others in all aspects of life.〉
３．締約国は、障害のある人がその法的能力
の行使に当たり必要とする支援にアクセスす
ることができるようにするための適切な措置
をとる。〈原文 : ３．States Parties shall take 
appropriate measures to provide access 
by persons with disabilities to the support 
they may require in exercising their legal 
capacity.〉
　さて、日本の内閣府は公定訳文案仮訳（2009

年３月３日）を示したが、その条約の解釈を
めぐって、障がい制度改革推進会議等３）で
は意見が分かれている。政府の仮訳では「ア
クセシビリティ」を「施設及びサービス等の
利用の容易さ」と解釈し、社会資源全体へ
の接近や接続ができるようなアクセス権と
いう捉え方はしていないと思われる。また、
「persons with disabilities」を「障害者」と
訳し、「障がいのある人」という解釈ではな
く、社会との関係性から生まれる概念として
捉えるのではなく、国内法の障害者に準拠し
たような示し方をしている。このことに関し、
中村は、日本政府がこの条約を批准すること
や障害者差別禁止法を制定することについ
て、あえて国内法を改正する必要がないとい
う考え方を持っていることが推察できると述
べ４）、政府がアクセス権に対する消極的な理
解をしようとしていることに注目している。
　こうした条約の指標である「アクセシビリ
ティ」や「法律の前に人として認められる権
利」を実現していくためには、日本の社会福
祉法制の中で、障がい当事者が社会支援にア
クセスできる権利が課題となるのではない
か。
　確かに障害者基本法第20条では、「国及び
地方公共団体は、障害者に関する相談業務、
成年後見制度その他の障害者の権利利益の保
護等のための施策又は制度が、適切に行われ
又は広く利用されるようにしなければならな
い」と規定している。しかし、最低基準条件
下において、果たして本当に福祉サービス利
用権を利用者に保障できるのだろうか。岡崎
によれば、社会福祉サービス内容の最適性保
障を目指し、施設最低基準の上に最適なサー
ビス標準を示し、その実現を地方自治体と経
営者と現場の社会福祉労働者で地域に構築す
べきであると述べており５）、虐待防止に対す
る実質的な支援構造にこそ欠陥があることを
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指摘している６）。
　社会福祉法制は「個人の尊厳」７）を基本理
念に置き、障害者の虐待への対応は「権利利
益の保護等（障害者基本法第20条）」と規定
しているが、人権擁護・保障とは規定してい
ない。何故ならば、人権擁護・保障を確立す
るためには、財政上の限定された最低基準
サービス以上の最適基準を福祉サービスの質
としていかに具備していくかという問題に突
き当たるからである。障害者福祉で起きる人
権侵害の問題を解決するには、社会福祉法制
そのものを改革しない限り、先に示したよう
に、アクセス権の解釈を、現行法上の障害者
に定義された者だけが、社会資源を利用する
ような解釈に限定されてしまう。そして、福
祉サービス利用を含む社会資源全体への接近
性や接続性のあるアクセス権の保障といった
観点にまでは及んでいない。
　堀部は、知る権利を、聞く権利、受ける権利、
読む権利、見る権利等であると整理している８）。
この「受ける権利」は、福祉サービス情報に
接近する上で重要になると考えられる。福祉
サービスを利用する権利が保障されるために
は、障害当事者が他人にでも家族にでもなく、
社会支援組織にアクセス（接近・接続）でき
る権利、言い換えれば、求めたことが受け止
められ何らかの支援方法につながっていく過
程に参加できる権利が必要になるのではない
だろうか。
　岡村は社会福祉の固有性を主張した中で、
「個人の社会生活上の困難に接近するための
社会福祉固有の機能を明確にし、そしてその
社会福祉の機能を効果ならしめる手続き過程
として方法論を位置づけることが必要なので
ある９）。」と述べている。また「社会生活上
の困難を分割することのできないものとして
援助するための有効な方法論は、援助対象者
が個人であるか、集団であるか、地域社会で

あるかによって決められるのではなくて、そ
の生活上の困難を全体的に、不可分割的にと
らえることのできる固有の論理を明らかにす
ることから始めなければならないのではない
か。10）」と問い、援助対象者を主体に、社会
との関係から生まれる障害を改善していく上
での機能が、社会福祉援助論に備わっている
ことが重要であると提起している。
　このことは、利用者の個々の主体的な願い
に集約され、生活改善に実現されていくこと
が社会福祉の使命であり、介入方法の目標と
その過程と、その成果を個人に返していく方
法論を、実体として機能させることの意味を
重視している。そのような社会福祉援助の対
象を明確化するプロセスをなくして、個人や
集団、社会が対象化されることはないという
ことを示唆している。個人へのケアマネジメ
ントを追求することは、同時に社会環境との
ひずみをアセスメントし、個の生活問題の背
景にある社会資源の改善を要請されてくるも
のである。社会福祉サービスを必要とする利
用者において、生活問題に立ち向かうとき、
当事者の主体的な福祉サービス利用の実現
を、個人の存在と社会の存在との二局面から、
協働決定の過程11） を通して、このアクセス
権の意味を問わなければならない。
　国連の障害のある人の権利に関する条約
では、改めて障害とは何かについて、「障
害（ディスアビリティ）が形成途上にあ
る（徐々に発展している）概念であるこ
と、また、障害が機能障害（インペアメン
ト）のある人と態度及び環境に関する障壁
との相互作用であって、機能障害のある人
が他の者との平等を基礎として社会に完全
かつ効果的に参加することを妨げるものか
ら生ずることを認め12）〈原文：Recognizing 
that disability is an evolving concept and 
that disability results from the interaction 
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between persons with impairments and 
attitudinal and environmental barriers that 
hinders their full and eff ective participation 
in society on an equal basis with〉」と定義し
た。すでに ICF（International Classifi cation 
of Functioning, Disability and Health）で示
された概念規定に沿うものとして、当事者と
社会環境との状況から障害が発生するという
論拠に立っていると言えよう。
　この障害の定義は、社会福祉サービスが当
事者とその環境から発生する生活問題に焦点
を当てるという原則と共通するものがある。
社会福祉の目的は、生活問題を抱える人々の
心身や、経済的、または社会的問題を改善し
ていく中、個々の生活問題から社会全体の資
源問題へと発展的に探求する使命があると考
える。
　しかしながら、現行の社会福祉法制では、
その資源問題に関係なく、個々の対象者の生
活問題への対処に限定しようとしているので
はないか。ある生活問題を抱えた市民は、申
請希望の声を出してはじめて社会福祉法制下
で受理され、利用者となる。そして制度上の
手続きに参加し、社会福祉法制上の制限され
た存在となる。つまり、最低基準の社会資源
構造下に入り、しかも申請主義によって福祉
サービス利用希望者のみが受理される。希望
しなければ私的扶養優先の原則13）がはたら
き、利用者としてサービスを受けられないよ
うな社会資源構造の中に入るということもあ
り得る。
　ここで、予め記したように、利用者の捉え
方を検証しなければならない。つまり、利用
者は利用者になるかも知れない市民の一事例
に過ぎないという認識をする必要があると考
える。利用者になり得るかも知れない存在と
も言える市民が、福祉サービスに係わるか、
係わらないかには関係無く、または前提とせ

ず、人間として、福祉サービスを利用すれば、
個人が尊重14） されながら、社会生活を営む
ことができることが重要なのである。ところ
が、個人が尊重されるための社会資源問題を
棚上げにし、利用契約制度といった個人と福
祉サービスとの利用関係に限定したような福
祉サービス制度を造っているとしたなら、や
はり改善するべきである。本来、社会がかか
えている生活問題上の制度と支援、そして財
源等の質や量を、社会福祉問題として解決す
ることを見誤り、欠落させてはならない。こ
こには、介護や相談援助を充実させていくた
めには、政策・制度との交互作用によって福
祉サービスの質を向上させるという課題があ
るはずである。その課題を抜きにしては、例
えば虐待等の人権侵害をチームケアで受け止
め解決できるような支援組織を充実させるこ
とは出来ないだろう15）。このことは同時に、
人々の尊厳や人権において、実質的な平等16）

を確保しようとする権利擁護・保障への認識
を低めてしまうことにつながりやすいもので
あろう。

第２節　申請権と調査権
　ここでは、知的障害者の福祉サービス利用
における申請、調査について、三重県情報公
開審査会答申事案から考えたい17）。ところで
政府は、知的障害者数については推計人数し
か公表しておらず、しかも療育手帳申請者数
との誤差を生じさせたままである。この答申
は、当事者が申請することと調査されること
について、積極的にアクセスできる権利を当
事者が持てる可能性がないかどうかを検討す
る上で重要な答申である。その内容、経過を
以下に概観する。
　異議申立人は開示請求をしたが、県側は文
書が不存在であり、開示取消を求めた。その
結果、情報公開審査会は条例に基づき、県側
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の非開示について妥当性があると答申した。
申し立て側の主張は、実施機関の責務として、
知的障害の定義、障害の判定基準、その運用
文書を提示すべきであり、手帳の交付状況や
手帳の必要な者に対する交付状況も明らかに
すべきであり、明確化しないということは、
「どの数値を使って施策を推進するのか疑問
である」というものである。これに対し、審
査会の答申理由は、知的障害者の定義が法律
で明示されていないこと、職権で知的障害者
数を調査することは人権上の問題があり、そ
のような行政の仕組みにもなっていない点か
らして、実施機関が行った不存在決定は妥当
なものであるとした。
　このような結果は、福祉サービスへのアク
セス権を考える上で、申請したことが調査さ
れ開示されるかどうかという視点が重要とな
る。果たしてその接近性や接続性といった観
点からも、アクセス権が保障できるのかどう
か検討する必要がある。
　調査は実施行政機関の職務権限だが、人権
配慮上、申請のあった療育手帳交付者の調査
をするのが現在の行政業務の限界なのだろう
か。このことは悉皆調査する努力はしても権
限が行政にないということになる。また、申
請しない知的障害者を調査、判定する権限が
個人情報保護法に触れるという問題が残され
る。個人情報保護の立場から把握しようとし
ないということは一体どういうことなのか。
個人情報を専門的に把握しつつ、個人情報を
守るということが専門職の倫理責務であり、
その上で施策を講じるのが行政責任であるは
ずだが、この事案解釈では、個人の情報に人
権上、介入できないといった一般解釈にとど
まっているが、行政の専門職的立場として妥
当かどうか疑問である。
　対象者に知的障害があることは、文部科学
省レベルで把握できている当事者の数値もふ

まえながら、福祉行政による悉皆調査をする
ことによって、そしてそれが当事者や支援者
に開示されれば、当事者自身が個人の福祉
サービス情報について、知る権利を得られる
のではないか。もちろん、この調査は専門職
としての行政にとっては、個人情報保護責任
を担保しながら調査し、開示する使命を持ち
得るものではないだろうか。公法による行政
裁量の適正さを検討しないまま、「知られた
くない権利」を優先することにより、知的障
害者の実態が把握できないといった法制の矛
盾を見逃すことは許されないのではないか。
　この答申はどのような課題を提起している
だろうか。それはひとことで言えば「知る権
利」が存在していないことである。療育手帳
の申請すら知らない当事者または関係者がい
るという現実が見えてくる。このような申請
主義の法制と行政による個人情報保護が優先
されてしまうのではなく、当事者が自分の置
かれた状態を知る権利として、行政施策に対
し、判定業務の適正さを主張しない限り、調
査上の対象外になってしまう。行政は、この
療育手帳の判定制度を知的障害の重軽に関係
なく、当事者自身の生活困難を自覚する機会
として、相談業務の一部として悉皆調査を取
り入れるべきである。そして当事者の個人の
情報を知る権利として捉え、申請から調査ま
での過程を保障し、同時に個人の情報を支援
関係者が保護する専門性を確保することが条
件となるだろう。そのことは障害のある人の
多くが、家族等に保護されたまま、社会支援
から遠ざかりやすい状況が存在しているとい
うことである。やはり知る権利を積極的に保
障しなければ、社会福祉サービス利用権を得
られることは出来ないのではないか。
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第２章　申請主義と扶養優先の課題

第１節　社会支援からの離脱問題
　前章で触れた様に、社会福祉法制には家族
法が優先される原則が働いている。そのこと
は、親族扶養が優先され18）、保護者は、子ど
もを親権の及ばない成人期までも、扶養者と
して抱え込む事実がある。そこには成人期の
当事者に障害があるにもかかわらず、法的観
点からは責任能力者として扱われ、判断能力
に欠けていても法律行為を行える人として扱
われる問題が発生する可能性がある。そのこ
とに対して支援関係者がその人々の社会参加
とその後見を行うことが課題となる19）。
　しかしながら、その課題には、社会福祉法
制よりも優先される民法があり、その規定は
扶養優先20）という問題をかかえている。そ
の規定によって、成人期の人生を、親族が後
見人よりも扶養者として、また家族として本
人支援を抱え込む事実がある。
　例えば知的障害者への虐待や自虐的な親子
心中や放火、殺害、放置による餓死事件等が
発生し続けている21）。何故このように家族が
虐待とも言える犯罪問題を起こしてしまうの
か。このようなことが起きてしまう原因に
は、社会福祉法制における権利擁護制度にお
いて、人権擁護・保障視点が欠けている点が
ないだろうか。日本の障害者施策は家族の扶
養も求めた自立促進であり、法制レベルから
も、福祉サービスへの利用抑制が続いたこと
は問題である22）。生活保護法においては私的
扶養優先の原則があるが、社会福祉法制にお
いても民事、つまりはその中の家族法が優先
されるという原理が働いている23）。
　障害のある人への殺人事件が、生涯にわた
り、しかも家族周辺で発生しているという事
実は、単なる個人的な問題を超えている。発
生原因のひとつとして、単に個人・家族が問

題を繰り返しているという観方からではな
く、社会福祉制度上の問題から見直すことを
警鐘しているのではないか24）。
　成年後見制度への利用支援や第三者評価、
苦情解決等の制度ができたことにより、虐待
等の予防に一助とはなり得るかもしれない
が、その本質に迫る実質的な制度はまだ確立
していないのではないか。行政の監査も含め、
専門人材の絶対的不足や労働条件、利用者の
生活条件等の最低基準など、制度構造的欠陥
からも見直しを迫られている問題であると認
識すべきである。
　また、利用契約に保護者が立ち会っている
問題がある。その立ち会いの比率は高く、家
族・当事者自身が権利侵害者になる恐れも生
まれる。またそのことは犯罪事件へとつなが
ることもある25）。
　そこで、厚生労働科学研究「罪を犯した障
害者の地域生活支援に関する研究26）」が示し
た実態調査を取り上げ、療育手帳を所持しな
いまま、行政による支援からは放置されやす
い実態を確認する。法務省はこの厚生労働科
学研究に協力する形で、2006年（平成18年）
10月に行った実態調査（サンプル調査）から、
知的障害者又はその疑いのある者の再犯率を
公表した。それによると、知的障害の疑いが
ある410人のうち、285人、約70%が再犯して
いる。その犯罪内容は窃盗が多く（約43%）、
動機は困窮・生活苦（約37%）の割合が多い。
事件時の状態は無職が多く（約81%）、引き
受け先として社会福祉施設は約１%だった。
その中で療育手帳所持者は26人にとどまり、
約６%という低率である。
　平成17年度知的障害（児）者の基礎調査27）

では、療育手帳の所持者について、所持者が
91.0％、不所持が5.8％、不詳が3.2％であっ
た。ところが18歳以上の対象者で、取得した
年齢時が18歳～50歳以上の範囲の者を合わせ
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ると、35.3％の割合に減少し、三人に一人ぐ
らいの割合で成人の障害者福祉対象下で手帳
が発行されているという現状がうかがえる。
不所持理由として、「制度を知らない」が
30.6％、「申請するつもりがない」が14.9％、
｢手続きが面倒｣ が1.7％、「申請したがもら
えない」が7.4％と、申請手続きの機会が得
られにくい状況を示している。
　このような結果もふまえていくと、事件を
起こした知的障害者又はその疑いのある者に
おいては、極端に療育手帳所持者が少ない結
果となっていることと関連し合っていること
がわかる。知的障害者が手帳を所持できない、
またはしないまま、行政による調査から放置
され、社会支援からも遠い存在になり、個人
と社会の間に何らかの社会支援が及ばなかっ
たために、犯罪を誘発する原因の一端をあら
わしているものでもあると推測できる。社会
支援が当事者にとってまだまだ遠い存在であ
ることを、これらのデータは示しているので
はないか。
　これらの事実は、知的障害者にとって、職
業自立の困難性や社会支援の不足と不安定さ
も含め、社会福祉法制上の権利性である「知
る権利」の壁をどう克服すべきかが要請され
ている問題であると捉えることはできないだ
ろうか。日本が教育の義務化を全国民に対し
て法制化したことは、障害のある子どもへの
実態把握と教育に大きく貢献してきた。しか
し、社会福祉法制は教育関連法による成果を
あまり受け止めることもなく、知的障害のあ
る人々の生活困難性を優先的に把握すること
よりも、利用者個人の責任能力や個人情報保
護を優先した施策を行ってきたと言えるだろ
う。やはり社会福祉サービスの利用に際して
は、原則的には申請主義を採り、福祉サービ
ス事業者へは利用者等による申し込み主義を
採用していることは、行政責任による生活問

題把握を消極的にしていると考えられる。そ
して、権利擁護制度は、中心を民事法に置き、
利用申請がなければ、扶養優先に任せ、社会
福祉支援が得られにくい原因を構造的に備え
ている。また利用契約における当事者以外の
家族、扶養者代行が行われ、利用者に福祉サー
ビス選択・利用権を制限してしまう原因をつ
くっている。このように社会福祉制度自体が
申請主義や扶養を優先しており、当事者が主
体的に福祉サービスを利用するための社会支
援を受けられる保障を持ち得ていないことが
問題である。

第２節　自己決定の尊重と社会支援
　この節では、セルフアドボカシーの理念か
ら、自己決定の尊重28）と社会連帯29）をキー
ワードに、家族も含めた社会支援を保障でき
る人権擁護・保障のあり方を検討する。その
指標として社会支援アクセス権（仮称）を確
立することが、社会福祉サービス利用権の発
展につながることを課題として提示する。
　成年後見の申し立てもなく、その後見も実
施されず、扶養者というだけで財産管理を名
義人の思惑のまま行い、保護の事実はあって
も、当事者への自己決定の尊重が無視された
事件がある30）。どうすれば、このような問題
が予防出来るだろうか。
　そこで、権利擁護に関する生活実態調査（社
会福祉法人全日本手をつなぐ育成会）31）を
取り上げ、自己決定の尊重をどのように社会
で保障できるか考えたい。
　この調査の目的は、成年後見制度の利用が
伸びていない現状があり、本人の権利擁護の
あり方が直接の支援者（保護者）である者の
考え方から大きな影響を受ける点について検
討している。この中で調査委員は「家族は本
人の最大の権利擁護者になりうる一方で、最
大の権利侵害者にもなりうるという側面を
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持っている」と指摘しているように、この保
護者の積極的な権利擁護者としてのメリット
を生かし、かつ権利侵害者になる恐れがある
デメリットを解消するには何が必要となるの

か、検討を要するところである。
　そこで、この調査の「質問・回答一覧」か
ら11項目を抽出したものを次の表Ⅰで示し
た。

　表Ⅰ

①　本人の住まい
・自宅 81.3%
・施設 12.3%
・独立（独居） 3.0%
・無回答 3.4%

②　本人の将来の望ましい住まい
・グループホーム 31.7%
・自宅 30.6%
・入所施設 29.7%
・老人ホーム 1.2%
・その他 4.1%
・無回答 2.9%

③　本人の現在の状況
・通所授産施設 30.9%
・通所更生施設 12.9%
・入所更生施設 9.9%
・在宅 6.4%
・一般会社 4.7%
・デイ・ケア 3.8%
・入所授産施設 1.9%
・福祉工場 1.6%
・その他 22.6%
・無回答 5.3%

④　 ホームヘルプサービスの
利用状況

・利用していない 72.5%
・利用している 8.9%
・利用したい 8.9%
・利用したことがある 4.9%
・無回答 4.9%

⑤　 ホームヘルプサービスの
利用内容

・留守中の見守り 35.7%
・食事の支度 16.1%
・身体介助と見守り 13.9%
・入浴介助 10.7%
・掃除・洗濯 10.7%
・夜間就寝中の介助 3.9%
・その他 9.1%

⑥　 ガイドヘルプサービスの
利用状況

・利用していない 60.2%
・利用している 16.0%
・利用したい 11.5%
・利用したことがある 5.8%
・無回答 6.5%

⑦　ショートステイの利用状況
・利用していない 56.1%
・利用したことがある 16.3%
・利用している 12.6%
・利用したい 9.0%
・無回答 6.0%

⑧ 本人の障害基礎年金の使い道
・ 本人の生活費として使っている 44.6%
・本人が未成年=非該当 19.8%
・ 本人のために全額貯蓄している 12.7%
・ 家庭の生活費に組み入れている 9.7%
・その他 6.9%
・ 無回答 6.3%

⑨　本人の障害基礎年金の管理
・家族 62.4%
・非該当=本人が未成年 18.8%
・施設職員 7.2%
・本人 1.3%
・後見人 1.2%
・その他 1.7%
・無回答 7.4%

⑩　 本人の将来について特に
心配な点

・世話をする人 69.0%
・経済面 12.8%
・健康面 10.6%
・住まい 2.4%
・その他 2.3%
・無回答 2.9%

⑪　 回答者に替わる支援者として望
ましい人物・機関（複数回答集計）

・兄弟・姉妹 57.0%
・施設職員 41.6%
・グループホーム世話人 26.9%
・後見人 23.8%
・育成会 15.7%
・わからない 14.1%
・親族 11.1%
・いない 4.0%
・信託銀行 1.0%
・その他 2.3%

出典：社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会
　　　知的障害者の権利擁護（成年後見制度）に関する生活実態調査報告書
　　　（知的障害者の権利擁護システム構築に関する研究事業）

　　　※数値の処理について、小数点第一位を四捨五入した。
　　　　従って表記の上で、100%にならない場合もあり。
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　この研究事業の調査結果から、当事者の権
利擁護に関する項目の中から、自己決定の尊
重と社会連帯、つまり当事者の願いと社会資
源との関係にどのような特性があるのか確認
したい。特に関係しやすいとみられる11項目
を抽出した。項目内容の表記は一部、著者が
簡略化した。
　項目の①から③をみると、望ましい姿とし
て地域福祉サービスを求めているが、本人の
生活拠点の多くが支援している親族の自宅で
あり、福祉サービスを利用し、独立している
当事者は少ない。しかしながら、主に通所系
の支援施設と関係をもち、他者の支援を受け
ながら地域生活の基盤を築こうとしている様
子がうかがえる。
　そして④から⑦をみると、家庭内に福祉
サービスを持ち込んでいない状況があるにも
かかわらず、「見守り」への期待度が高い。
つまり、本人への見守りがしっかりできる人
材があれば、緊急時の外泊やホームヘルプや
外出活動支援を利用しようとする期待がうま
れると推測できる。また、⑧から⑪をみると、
家族が将来にわたり、知的障害者本人を世話
する人を一番心配し、その対象について、兄
弟姉妹かそれとも他者か、その選択に不安を
示している状況を示している。しかしながら、
障害基礎年金の管理方法や、望ましい権利擁
護支援者の内容をみると、財産管理と身上監
護を主な業務とする後見人に期待している率
が相当ありながら、実際に託している家族は
非常に少なく、しかも例えば障害基礎年金の
ように、家族がその使い道の判断も含めて管
理している率が非常に高い。これらのことは、
第三者が行う福祉サービスまたは権利擁護支
援に対して、家族はあまり信頼できないこと
や、また当事者を心配し、保護・管理しよう
としていることが伺える。つまり、家族は生
活面や経済面でも特に人的環境を心配し、不

安定な状況下に置かれていることを示すもの
であろう。
　この調査報告委員は、まとめとして、第一
に障害児者の家族支援のためのしくみがほと
んど整備されていないことを挙げている。第
二には高齢者も含めた家族が使いにくいサー
ビスになっていることを挙げている。そして
第三には、家族の意識そのものが面倒をみる
ことがあたりまえになり、しかも生きがいに
もなっているという特徴を指摘している。そ
してこのように外的または内的状況が重なっ
て、兄弟姉妹への支援期待が高いものの、親
などが抱え込み保護してしまいやすく、現状
を維持しようとする傾向があり、そうした
ギャップに注目していく必要があると述べて
いる。
　この調査では、特に直接の支援者である保
護者の権利擁護に対する意識が本人に大きな
影響を与えている点を配慮し、「家族である
からできること・家族ではできないこと」を
鮮明にするべきであると提起している。
　これらの調査から見える課題は何か。積極
的な権利擁護者としてのメリットを生かせば
生かすほど、扶養者として、また保護責任者
としての役割を遂行し、地域福祉支援サービ
スが整っていない現状が改善されない限り、
現状を肯定し、家族が本人支援を抱え込む社
会構造が続いていくと考えられる。やはり、
家族が情愛によって積極的に介護支援の問題
を抱え込みながら保護している側面における
権利擁護支援と共に、一方では情愛の欠けて
しまった（または、欠けそうな）事情のある
家族崩壊のような側面においても、家族・当
事者自身が権利侵害者になる恐れがあること
を十分検討しながら権利擁護支援をしなけれ
ばならないだろう。この調査報告は、「家族
ではできないこと」を、いかにして、第三者
が行う福祉サービスやその権利擁護機関へと



福祉サービス利用における社会支援アクセス権の確立

－117－

つなぎとめていくかを提起している。そして
その機関への信頼を家族がもつことができる
のかという問いの中から、「家族であるから
できること」と正比例させながら、第三者も
その支援を進展させていく必要性を提起して
いると言えよう。
　この報告は、家族も第三者もその権利擁護
支援を進展させていく一員であるが、その連
帯による支援の必要性があるにもかかわら
ず、まだ十分にその必要性が見えていない現
実について問題提起していると言えよう。家
族・支援者は、第三者が行う福祉サービスや
その権利擁護機関に対し、信頼を持つことが
できないから当事者の理解者として本人を抱
え込んでしまうことによって、本人の自己決
定権を尊重できなくなることを危惧している
のである。そして、関係性が途絶え、良き理
解者に成りえなかった家族が離散し、本人任
せの放任によって、他者からの権利侵害に立
ち会う危険性をはらんでいることも同時に存
在することも忘れてはならない。このように
第三者の支援に対して、託したくても託しき
れない不安の中、社会資源の質と量を期待で
きず、大きく当事者と支援者に負荷がかかっ
ていると言えるのではないだろうか。
　障害者自立支援法第20条第１項では、「支
給決定を受けようとする障害者又は障害児の
保護者は、（中略）市町村に申請しなければ
ならない」と規定している。申請があったと
きは市町村が面接をして当事者の状態を調査
することを定め（同条第２項）、その調査を
指定の事業者に委託できる（同条第３項）と
している。そして同法第21条により、市町村
は申請者に障害程度区分の認定を行い、同法
第22条により、支給要否決定を行うこととな
る32）。
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
では、保護者となるものは、後見人か保佐人、

配偶者、親権を行う者、扶養義務者と規定し
ている（第20条）。また、知的障害者福祉法
第15条の２では、知的障害者相談員規定の中
で、相談対象である保護者について「配偶者、
親権を行う者、後見人その他の者で、知的障
害者を現に保護するもの」としている。
　こうした法律規定からも、成人の知的障害
者が福祉サービスを利用しようとするとき、
民法の範囲内で、「扶養義務者」または「現
に保護するもの」が保護者として利用契約に
立ち会うことが認められることになる。本人
に障害があると、保護者の意思が申請時には
優先的に表れる可能性が高い。そして福祉
サービス希望者が申請や申込みを完了しなけ
れば、受給や支援の対象者とはならない。ま
た、保護者になり得る立場は色々である。必
ずしも本人の願いを尊重した保護者だと判断
できない場合もあるだろう。養子縁組した養
父に当たる者が知的障害者の年金等を横領し
ていた事件が発生したりしている33）。本人の
事情をあまり知らない者や理解できていない
者であっても、利害がからみ、保護者として
立ち合い、問題になることがある。
　障害者自立支援法第２条第２項では、市町
村の責務として、障害者等の生活の実態把握
をして、必要な給付や支援事業、情報提供、
そして相談に応じ、必要な調査と指導を行い、
虐待防止等の権利擁護のための必要な援助を
行うことを規定している。しかし「必要な」
と３回も規定しているように、行政が必要度
を判断し、裁量するものであると推察しても
よいのではないだろうか。これらの規定から
は、市町村が、積極的に障害者実態と問題を
把握し、福祉ニーズの発見と、生活問題解決
に向け、福祉サービス事業者と連携を行う責
任を持っていないことが確認できる。
　障害者福祉法制の基本法とも言える社会福
祉法もまた、福祉サービスを利用する意思の
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ある者が福祉サービス事業者に申し込みした
上で、行政が申請受理をしなければ、福祉サー
ビスの給付や権利擁護の支援も受けられない
構造となっている。
　社会福祉法では、当事者本人の利用契約の
申込み（同法第76条）がなければ、福祉サー
ビス事業者は、利用の説明義務を必要としな
い。つまり当事者本人等は、利用契約の意思
を申込み手続きで示すことによって、初めて
対等に福祉サービス事業者からサービス説明
を受けられるのである。
　これらの規定に従えば、行政、福祉サービ
ス事業者は、当事者本人の意思を第一に把握
するアプローチよりも、優先的に家族の扶養
や保護による責任を持たせた上で、申請者ま
たは申込み者と関わっていかざるを得ない現
実があるのではないだろうか。
　申請や申し込み・申し立ては誰の利益のた
めにあるのだろうか。それは本人の生活困難
を打開するという利益ための手続きとして、
当事者に効果的に満足が得られるものでなく
てはならない。そして福祉サービスを利用し
たいという意思の判断を決定する重要な手続
きである。その手続きの過程において、利用
者本人の意思を前提に確認する支援をまず始
め、権利擁護支援につなげていかなければな
らない。また本人の意思が明白でなければ、
家族や関係支援者、行政、福祉サービス事業
者等、第三者が連携し、本人意思の理解を本
人と共有していく過程がその支援に備わらな
ければならない。
　このような規定下であれば、生活問題を抱
えていても訴えることもできない重度の知的
障害者の立場を想定すると、福祉サービス利
用権の保障を社会福祉法制は整備していない
と考える。つまり、これらの法律規定では、
福祉サービス申請者が、意思と行為能力を
もった権利能力者として、法律行為を行う人

間として期待されているにもかかわらず、そ
の保障を支えていく権利擁護支援制度につい
ては、結局、本人または保護者の任意を前提
としているからである。
　法制度においては、国・行政、福祉サービ
ス事業者は権利擁護を支援する立場にある
が、利用者の権利を主体的に保障する責任ま
でも課されていない。そうなると、その申請
や申込み手続きでは、本人や保護者の意思と
行為能力に任せ、本人の真意を検討すること
を避けてしまうこともあり得る。申請・申し
込みの真意を把握することが重要なのであ
り、受動的、形式的な手続きが優先されてし
まえば、本人の意思決定からは遠ざかる申請・
申し込みになってしまうだろう。
　福祉サービスを申請するという問題につい
て、前述したように、過去に療育手帳の申
請・交付を受けた知的障害者が、生活の乱れ
と施設入所希望についての相談を行政に求め
たが、養子縁組の扶養者がいるという理由か
ら生活保護担当に引き合わせてもらっただけ
に終わってしまったという事案がある34）。福
祉サービスの申請や申込み、また、成年後見
の申し立てにおいては、当事者個人の意思を
示す権利が、先に示した親族扶養や保護の問
題とも連鎖して、益々、沈潜化する恐れがあ
る。申請や扶養制度の壁を前にして、利用者
が社会支援にアクセスできない関係障害を抱
えていると認識できる。そのことは、当事者
自身の自己決定権の尊重につながる権利擁護
制度へと改革する必要性を示唆している。
　やはり、社会福祉法制は、当事者の福祉サー
ビス利用権を弱めてしまう原因を作り出して
いる法制として捉えなおし、改めて自己決定
の尊重理念を支えながら、社会権保障、つま
り、権利擁護を基軸に、権利保障へと充実化
させていく課題があるのではないだろうか。
　ではこのような権利擁護だけでなく、権利
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保障をいかに進展させればいいだろうか。そ
こで、セルフアドボカシーの理念を検討し、
そのあり方を考えてみたい。
　拙稿35）において、山本忠36）の論点を参考
にしながら、N. ベイトマン37）のアドボカシー
概念を参考に検討した経緯がある。まず権利
主体である個人を、利用者になり得る存在（個
人・利用者）として捉える。その個人は憲法
第13条が規定した自由権を確保するために、
自己決定能力を高め、利用契約の前提である
申請に対して、そして保護者または扶養者に
対して、「自律化38）」しようとする個人と捉
える。その個人は権利主張と責任義務を果た
していく個人・利用者であると捉える。一方
でその個人・利用者を、憲法第25条が規定し
た生存権と社会保障による「連帯化39）」によっ
て支えられる存在と捉える。
　このように個人・利用者が「自律化」と「連
帯化」を自己決定の尊重と社会連帯にリンク
して求めながら、かつ、それらによって個人・
利用者が支えられることによって、権利保障
に向け、山本が「実体的権利」として示した
福祉サービス利用権が確立できる。それは同
時に、権利擁護支援を活用する力として、山
本が提起した「予防的措置」を備えたセルフ
アドボカシー、例えば、成年後見制度や苦情
解決制度などに関する社会福祉における権利
擁護だけではなく、行政や事業者、司法へと
求めていく権利保障を広げ、高めていくこと
ができると考えられる。
　社会福祉における権利擁護支援は、このよ
うに権利擁護と権利保障のシステムを循環す
る位置に立ちながら、法律改正へのソーシャ
ルアクションも含め、立法に、また行政や司
法に対して、絶えず、権利侵害を予防し解決
できる方策を示していくことが重要になるの
ではないだろうか。

第３章　社会支援アクセス権の確立

第１節 　知る権利　個人情報公開に関する判
例から

　さて、この節では、個人情報公開拒否処分
取消請求控訴事件40）を取り上げ、知る権利
が福祉サービス利用権とどのように関連し、
社会福祉サービス利用が、当事者にとってア
クセスできる権利へとつながる可能性がある
どうかを検討したい。
　この判例は行政が福祉サービス内容を決定
するまでに行った福祉サービス利用申請者の調
査記録について、その内容を申請者自身の「知
る権利」として、開示請求したものである。そ
して個人情報保護条例に則り、控訴の結果、申
請者がその内容を知る権利を得た事案である。
　行政ケースワーカーが、ホームヘルパー派
遣申請者に関する生活指導記録作成した内容
について、個人情報保護条例の非開示事由に
あたり、申請者からの開示請求に対し、行政
は非開示処分をしたが、控訴審で取消された
事案である。以下に経過を記す。
　控訴人は、行政が実施しているホームヘル
パー派遣を申請した。行政は申請に基づき実
態調査をした。その結果を生活指導記録表
（ケース記録）として作成した。
　控訴人の介護者（息子の妻）は、本件ケー
ス記録をみせてもらいたいと行政に申し出す
るが、拒否された。行政の個人情報保護条例
第14条第１項に基づき開示請求したが、ケー
ス記録の大部分の開示を拒否する処分を受け
た。これに対し異議申し立てを行政に行った
が、棄却された。そこで、控訴人自身が請求
者となって、本件条例第14条に基づき、ケー
ス記録の開示請求をした。しかし、行政は本
件非開示部分について、本件条例第14条第２
項⑵に定める非開示事由とする「個人の評
価、診断、判定及び選考等に関する情報」に
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該当するという理由で、開示を拒否する処分
をした。そこで地方裁判所に訴えた。そして
一審判決では、次のような結果となった。本
件非開示部分の表現には難があり、この記録
を介護者がみると、控訴人は介護者との関係
において立場がなくなる。控訴人の開示請求
には介護者の意向が強く、控訴人は介護者に
大きく依存しており、開示されると、控訴人
と介護者とワーカーとの間に感情的な紛争が
生じ、控訴人と介護者がワーカーに不信感を
起こすおそれがある。また以後の福祉サービ
スの提供について妨げとなることが予想され
る。従って、本件は行政の処分を支持し、本
件条例第14条第２項⑵に該当し、控訴人の請
求を棄却した。
　行政の主張、拒否理由は、本件条例第14条
第２項⑵の「個人の評価、診断、判定及び選
考等に関する情報」に該当し、開示しなくて
も良いというものである。その理由として、
開示されると、担当ワーカーの判断に対し控
訴人が不満をもてば両者間の信頼関係を損な
う可能性があること。また開示を前提とする
ことで、ワーカーは最初から対象者との不和
を避けるために必要な事項を記載しなくなる
可能性があるというものである。
　控訴人は、この非開示処分の取消を求め、
控訴した。そして、控訴審判決の結果は、「【主
文】１、原判決を取り消す。２、被控訴人が
控訴人に対して平成11年11月29日付で行った
ケースワーカーの実態調査時の記録（生活指
導記録表）の開示請求に対する個人情報一部
開示決定（北保福発第718号）中、開示しな
い部分に係わる処分を取り消す。３、訴訟費
用は、第１、第２審を通じ、被控訴人の負担
とする。」というものであった。
　その主旨は以下の通りである。本件非開示
部分の表現には一審同様、難があるとした上
で、必要な事項を的確な表現で記載すること

を前提とすべきであり、その前提に立てば担
当ワーカーの所見部分を対象者に開示して
も、ワーカーとの信頼を著しく損なうとは認
めがたい。また適切を欠く表現には補足的に
説明し、関係の維持に努めるべきである。本
件は控訴人自身による開示請求であり、控訴
人は請求する意思能力を有し、関連事項につ
いても判断能力を有していることが認められ
る。控訴人自身が開示請求していることから、
表現の不適切さについて、控訴人への開示後
までも考慮して、介護者との不和を想定して
まで非開示事由であると判断することは相当
ではない。控訴人と介護者Ａとは10年以上に
わたる信頼関係があり、時に介護によるスト
レスがあったとしても、控訴人の自発的意思
により介護者に記録を見せる限り、両者に不
和が起きないと考えられる。また控訴人に開
示してもワーカーとの信頼関係も著しく損な
われないと考えられる。従って、本件条例第
14条第２項⑵に該当せず、一審判決を取り消
して、控訴人の請求を認容（認容判決により
原告勝訴）した。参考までに、本件ケース記
録の内容は、対象者の身体的・精神的状況、
日常生活動作の状況、介護の状況、家族の状
況、生活環境、サービスへの要望等の情報及
びこれらに基づく担当ワーカーの専門的所見
等である。
　本件の争点としては、ケース記録の情報開
示にあたって、記録内容が適切さを欠くこと
を行政側の裁量権内の理由として非開示処分
とした点である。個人情報記録を行政の裁量
権で、開示の必要性を判断して管理優先する
のか、それとも当事者が開示の必要性を判断
して開示請求する権利を優先するのかが問わ
れたのである。
　裁判所は、ワーカーと対象者との関係は対
等で協働して問題解決するものであるといっ
た基本的観点を述べ、対象者にアクセス権を
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認めるべきであるといった判断を示してい
る。また控訴人の自己情報開示請求権は、憲
法第21条（表現の自由）、第13条（個人の尊重）
によって認められるものではなく、本件条例
によって創設的に認められた権利であり、こ
の条例の趣旨、目的に照らして、本件第14条
第２項⑵を解釈すべきであるとした。
　憲法第13条（個人の尊重）規定の中の「幸
福追求権」として、近年、プライバシー権が
認められている。その内容をめぐっては、芦
部は「プライバシーの保護を公権力に対して
積極的に請求していく側面が重視され」41）、
と述べている。 自己に関する情報をコント
ロールする権利として、他者に個人情報を公
開されないといった消極的な権利にとどまら
ない権利として、プライバシー権を公的機関
に積極的にアクセスして守ろうとする捉え方
として注目できる。また憲法第21条は表現の
自由を規定しているが、情報化社会にあって、
情報の発信者という立場だけでなく、情報受
信者として「表現の受け手の自由（聞く自由、

読む自由、視る自由）を保障するため」42）の、
知る権利を提起している。
　この判例は憲法判断にまで至らず、地方の
条例レベルでの判断であったものの、利用者・
市民は福祉サービス情報を知り得る立場であ
ることが認識できる。また、不服申し立ても
視野に置いて考えると、行政裁量で示された
決定について、その内容を十分に知る過程、
つまりアクセスする過程が保障されることに
よって、改めて、社会支援に対して、利用者・
市民の願いが届きやすい環境が生まれていく
ことを示唆するものである。

第２節 社会支援アクセス権の確立に向けて
　さて、前章から、知る権利を基軸に社会支
援に対してアクセスできる権利を検討してき
た。ではこの権利の確立に向けて、社会福祉
法制はどのように権利擁護・権利保障の制度
構築がなされるべきだろうか。
　そこで、筆者は、次の図Ⅰで社会福祉法制
の権利擁護・保障体系を示す。

図Ⅰ　社会福祉理念・政策・制度・権利擁護のあり方
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　この体系では、社会福祉法制の理念構造を、
個人の尊重と知る権利を求めていく「自己責
任」レベル、そして福祉サービス利用権を、
民主主義43） 過程で実現していく「公共責任」
レベル44）、さらには社会権を保障する「国家
責任」レベルの三層に位置づけた。そして、
それらを包括するものとてし、人間の尊厳を
基底にした人権45）保障を包摂する共生46）の
システムを下位概念に位置づけた。中心層に
は、個人・利用者（市民）と自治体行政と国
家行政とを「自律・連帯による社会支援アク
セス権」でつなぎとめる層を位置づけ、その
あり方を探ってみた。
　このように、権利擁護・保障を実現するた
めの社会福祉制度を体系化すると、二つの要
素が確認できる。
　第一は、個人・利用者の福祉サービス利用
権に向けた「自律化」すなわち憲法第13条の
幸福追求権を自己決定していく「自律化」で

ある。そして第二は、権利擁護システムに向
けた連帯化、すなわち憲法第25条の社会権（生
存権）を国民の権利として獲得する「連帯化」
である。この「自律化」と「連帯化」の概念
を組み入れた社会福祉法制を構築する必要が
あると考える。社会福祉法制理念を支える基
盤が憲法であるなら、憲法第25条に代表され
る社会権（生存権）を維持、増進しながら、
同時に同法第13条の幸福追求権をより確かな
ものとしていく方法が検討されなければなら
ない。
　その実現のためには、この中心層で位置づ
けた「公共責任・最適基準・社会支援ニーズ」
を指標化し、個人と国家をつなぎ止め、公共
による共同的な、また協働的なチームケアを
行い、利用者・市民の自立支援を促進してい
く方向性を考えるべきである。
　そこで次の図Ⅱで、福祉サービス利用者・
市民の社会支援アクセス権を確立する制度体

図Ⅱ　福祉サービス利用者・市民の社会支援アクセス権を確立する制度体系試案
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系試案を示し、その確立に向けた方向性を述
べたい。
　この体系試案を実現できる方向性について
検討する。
　まず、社会支援アクセス権の中枢を担う機
関を、市区町村圏域に行政の責任として配置
することが肝要である。利用者・市民の知る
権利と福祉サービス利用権（参加権）を保障
するためには、第一に、この機関においては、
地域見守り・ニーズ発見・調査や、福祉サー
ビス利用の前・中・後にわたって支援する過
程が存在しなければならない。つまり、ソー
シャルワークを市区町村レベルで確立させる
ことである。その観点から利用者の自己決定
の尊重を受け止める過程、すなわちその支援
機関による事前調査と相談を経て、申込みを
する場合、その受付の最初は支援機関に置き、
当事者の自己決定の尊重とアクセス権を十分
に配慮した聴き取りが保障されなければなら
ない。そして第二に、そのソーシャルワーク
過程で焦点になった、苦情や、虐待、潜在的
ニーズなどを包括的に受け止め、評価できる
機能を持たなければならない。例えば苦情解
決支援もこの機関が第三者委員を配置し、そ
の評価結果を当事者や支援関係者と調整、改
善する責務が備わっていく必要がある。そし
て第三に、当事者の権利を守るためには、代
理や代行、同行47）、そして協議や調整の役割
を果たす機能を持たなければならない。
　このように、ソーシャルワーク過程と権利
擁護の相談窓口を一本化48）し、当事者の知
る権利と福祉サービス利用権を確保すること
が重要である。このことは申請主義や扶養優
先によって制限された当事者の権利の回復も
含めて、社会支援アクセス権が利用者・市民
の権利として実効できるものになる方向性を
示していると考える。
　そこで社会福祉法で示された第三者評価事

業を例として取り上げ49）、その発展性につい
て検討し、知る権利と福祉サービス利用権（参
加権）を導入した権利擁護・保障の制度構築
を考えたい。
　この事業に問われていることは、国家主導
をベースにしながら、福祉サービスの質の最
適性を図ることである。つまり、国家が責任
をもって、公共サービスの質を規定した「秤」
によって、国民に示していくことに意義があ
る。そこには個人・第三者・国家が、共同的に、
または協働的に、民主主義の参加ルールに基
づいて、国家による質的基準を満たすことが
できるように、国民との合意を得ようとする
過程が組み込まれていかなければならない。
　しかしながら、福祉サービスの最適基準を
質的に示すだけでなく、同時にその質的基準
をかなえるサービス量の確保を、福祉財政の
課題として提起する必要があるだろう。そし
て、国家が、事業者や第三者に福祉サービス
評価を任せる方法ではなく、国家が示した最
適基準を実現する機関を創設し、当事者がア
クセスしやすい身近な場所と機会を保障し評
価することが必要であると考える。
　ここには、行政施策における最低基準、人
材確保、助言、指導、監査、監督等といった
サービスの質・量を決定づける施策面につい
て、最適基準と照らし合わせながら向上させ
ていくという課題がある。それらの過程では、
改めて、利用者・市民が、地域の社会資源を
活用できるか否かが検討され、そして社会資
源の活用、または創造に向けた実践が必要と
される。そのような最低基準の枠にとらわれ
ない福祉サービスの最適基準を示すことによ
り、国民の福祉サービス利用権を擁護、また
は開発できる社会福祉法制になるだろう。
　例えば社会福祉法第78条「福祉サービスの
質の向上のための措置等」においては、「社
会福祉事業の経営者は（中略）国が定めた最
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適の基準に向け、良質かつ適切な福祉サービ
スを提供できるように努めなければならな
い。」というように改正すべきである。第２
項も、「国は、社会福祉事業の経営者が行う
福祉サービス自己評価を審査し、（中略）必
要とされる最適基準に向け、福祉サービスの
質の公正かつ適切な評価基準に達しているか
監査しなければならない。」といった内容に
改正すべきである。その監査レベルも市区町
村レベルを基軸にして利用者・市民への公開
性を担保するべきだろう。
　社会福祉の理念は、人権50）を保障した幸
福の増大であると考える。しかしその理念の
実践で、常に国家の政治的経済的状況による
財政策によって、福祉サービス供給の質・量
を最低基準という裁量権を受ける側に立たさ
れ続けてきたといえる。このような受け身の
利用者・市民においてこそ、「自律・連帯に
よる社会支援アクセス権」を確立する必要が
ある。そして利用者・市民が幸福の裁量権を
対等に権利として手中に収めていくことが、
これからの新しい社会福祉サービス利用権に
つながっていくものではないだろうか。
　個々の利用者・市民が、行政や事業者との
対等性を保ちながら福祉サービスを利用でき
る条件は、利用契約制度だけでは実現できな
い。社会福祉関連法がいかに利用者・市民の
支援基盤を法的に支えているかが重要であ
る。決して利用契約制度の範囲内では収まら
ないのが社会福祉である。自律・連帯を保
障し、民主主義過程に基づきながら社会権51）

を増大することこそ、個人の尊重として幸福
追求権を実体ならしめる方向性が存在してい
る。そこには利用者・市民が福祉サービス利
用における主体的な意思を持ち、つまり自律
力を高めながら、同時に支援者を含めた連帯
化、つまり利用者も、利用者になり得る市民
も、福祉サービスに参加することにより、初

めて法の前で、平等に、自己決定の意思が尊
重される。そしてその意思に基づいたアクセ
スを実現することにより、社会支援につなげ
ることができる社会福祉法制となり、福祉
サービス利用権を内包することができる法制
が実現できる。
　制度と支援人材が保障されていないため
に、障害のある者が司法にまで及ぶ問題を抱
えた事件を先に紹介した52）。事件から得た知
見は、利用者の自律や連帯を、法施策や福祉
実践からも支援できなかった結果、起きた事
件であると考える。このことは、社会福祉法
制度と実践の未熟性を示している。
　常に利用者が受け身の立場では、もはや福
祉サービスの利用権は高まらない。利用者は、
単なる利用ではなく、利用の中味に対して、
自己選択、決定しながら、接近・接続できる
権利を求められる時代に来ている53）と思わ
れる。利用者・市民の力として社会支援にア
クセスできる権利が求められる時代に来てい
るとも言えるのではないか。しかし、利用者
の意思や発言力は、障がいがあればなおさら
弱くなる場合も多い。そのような視点では、
法整備の課題として、社会権を基盤に、利用
者の自律と支援者も含めた連帯を保障する内
容を築き上げなければならないと考える。
　障がいがあるというリスクは国民全体の課
題である。いつでも、どこでも、誰でも、あ
たりまえに差別されることなく生きていく社
会を目指す共生と、ノーマライゼーション54）

の理念に立つとき、人としての尊厳 を保つ人
権において、皆が平等に認め合える価値をも
つ社会を目指していることを、法制度も含め
た社会福祉施策で実現しなければならない55）。
　国民全体が共有するリスクでもある障害者
や高齢者等の生活困難問題は、固有の保護性
のある問題として、国家とその自治体行政に
守られるべきものである。つまり保護や支援
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を受ける権利56）としても検証されるべきで
ある。また同時に、市民としての権利を持ち
得るということ、つまりは権利能力者として
存在できるように、社会支援を行うべき責任
が国にあるということも鮮明にすべきではな
いか。何故なら、一般成人として、人生のリ
スクとして受ける障害の質や、子供、障害者
（高齢者も含む）として受ける障害の質は、
各々が固有の生活困難を抱えているのであ
り、私法における権利能力者を前提とした自
律すべき対象として一律に取り扱ってはなら
ない57）。その固有の困難性があるが故に、保
護を請求し、または主張できる国民の権利と
して認識されなければならない58）。このこと
は社会権として国民で共有しようとする社会
保障政策・制度の指針であり、またその権利
を保障しようとする憲法の人権規定からも考
えられなければならない。

終わりに

　本稿では、社会福祉法制に福祉サービス利
用権が構築できるのかどうか、知る権利とア
クセス権をキーワードに検討した。その結果、
個人が生きる希望と生活困難に立ち向かう過
程に存在する自律力と、周りの社会支援力と
の接近性や接続性が重要であることを確認で
きた。そして、その確保のためには、当事者
の自己決定を尊重し、支援環境を求める権利
を実現できる権利擁護・保障機関が必要であ
ることを確認できた。
　しかしながら、現在の社会福祉法制は、最
低基準に立脚しているだけに、その基準を補
う支援者が豊かに存在すれば幸運となり、不
十分であれば不運となるといった不平等さを
抱えていると言っても過言ではないだろう。
この課題を乗り越え、法の下の形式的平等か
ら実質的平等を求めていくには、当事者と社

会支援関係者との意思を共有・連帯できる権
利擁護機関を構築し、公共責任基準が全国に
統一化されることが重要となろう。
　つまり、人権にふさわしい最適基準福祉
サービス内容を求め、利用者個人と支援人材、
機関が協働決定できるような社会支援アクセ
ス権を確立することが要請されていると言え
よう。
　人権侵害の実態とその原因が、社会福祉法
制の未熟性とどのようにつながっているの
か、ある程度の傾向は本稿で認識できたと考
えるが、論証には不十分さがあり、今後も研
鑽し努力したい。
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306-311, 生活書院 , 2009

　・ 福祉新聞：2006.4/24、5/22、7/3、7/10、
11/27、2007.12/19、4/23、6/25・読売新
聞栃木：2006.3.2  下野新聞：2007.7.6  

　・ 下野新聞「誤認逮捕・起訴」取材班：知
的障害者誤認逮捕を我々はどう報道した
か．創，9・10，創出版（2005）

　・ 副島洋明：知的障害者の冤罪事件はなぜ
起きたのか，同書

　・ 幣原廣文責（日弁連人権擁護委員会）：
知的障害に配慮した取調べの実現を．法
学セミナー631号，日本評論社（2007．7）
報道タイトル「宇都宮誤認逮捕事件」

31 ）社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会委
員、吉川かほり、長葭千恵子、河村真千
子、高野淑恵、森山康之、渡辺成彦　共著 :
知的障害者の権利擁護（成年後見制度）に
関する生活実態調査報告書（知的障害者の
権利擁護システム構築に関する研究事業）. 
2007年３月20日
32 ）九州弁護士連合会編・大分県弁護士会：
障害者の権利と法的諸問題．現代人文社， 
15-122，2008
33 ）前掲書、ケーススタディ障がいと人権 .　
306-311
34）前掲　ケーススタディ障がいと人権 .
35 ）前掲　拙稿 : 社会福祉法制における人権
擁護・保障とセルフアドボカシー
36 ）山本 忠：社会保障裁判運動と権利．法
律時報80巻１号 pp.75-79, 2008.1
　 山本は成年後見制度やオンブズ、苦情処理
制度が、事後的な権利救済となる裁判結果
に左右されてしまう権利保障ではなく、「予
防的措置」として機能させることを提起し
ている。
37 ）N. ベイトマン：（西尾祐吾監訳）アドボ
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カシーの理論と実際．八千代出版（1998）
　 Neil Bateman： Advocacy Skills for 
Health and Social Care Professionals. 
Jessica Kingsley Publishers,2000
38 ）伊藤周平：障害者の自立と自律権－障害
者福祉における自立概念の批判的一考察 
－，pp.426-435, 季刊・社会保障研究Vol.28 
No. ４（1993）
　 伊藤は「人権としての自律」を提唱し、社
会福祉における自立概念は、生活者の主体
性や自己決定に価値を置くものであり、自
律という概念に置き換えられるものである
と提起している。
39）前掲書　池本美和子
40 ）判例時報1809号（2003）北本市個人情報
保護条例、判例検索サイト、裁判所・裁判
例情報，東京高裁　平一四（行コ）一一三号、
平成14・9・26民七部判決、取消・請求認
容（確定）　一審さいたま地裁平一二（行ウ）
二三号、平14・3・20判決
41）芦部信喜 : 憲法第３版 .118, 岩波書店 ,2002
42）同書
43 ）糸賀一雄 : 愛と共感の教育。160, 柏樹
社 ,1972
　 民主主義について、最大公約数で処理し、
その代表で運営されるものであり、代表を
出すことができない人々にとっては、その
代表権を誰が担うのかという問題を指摘し
ている。
44 ）山脇直司 : 社会福祉思想の革新－福祉国
家・セン・公共哲学 . かわさき市民アカデ
ミー , シーエーピー出版 ,2005
　 山脇は、政府でも市場でもなく、民の公共
を実現する機関としてNPOの可能性を述
べている。
45 ）多田一路：改憲動向のなかの社会権の位
置．立命館法学 , ２号（306号）, 2006
　 多田は政策側が社会保障を人権保障として

捉えていないことについて批判している。
捉えていれば憲法第13条と第25条第２項を
「国の事業として何としても維持しなけれ
ばならないことになる」と述べ、裁量主義
による政策上の問題として捉え続けてきた
ことが、社会権の所得再分配機能を弱め、
社会保障のコスト削減になびいたことを指
摘している。
46 ）嶋田啓一郎、秋山智久、高田真治編著 :
社会福祉の思想と人間観 . 第３章 , 高田真
治 : 社会福祉における「共生」の思想 .48-64,
ミネルヴァ書房 ,1999
　 高田は社会福祉の使命は、反差別と共同形
成を課題に、人と環境との相互作用で起き
る生活問題に対処することであり、共生を
社会福祉の固有性とみなすと、差別問題ま
で覆い隠してしまう危険性をはらんでいる
ことを指摘している。
47 ）大曽根寛 : 成年後見と社会福祉法制 . 
207-215, 法律文化社 ,　2000
　 大曽根は民事法中心の成年後見制度に対し
て社会後見の仕組みを取り入れる必要性を
提起している。
48 ）岩間伸之：ソーシャルワークにおける
「アドボカシー」の再検討．別冊発達25社
会福祉法の成立と21世紀の社会福祉 ,34-41, 
2001
　 岩間は社会福祉援助の本質について、ソー
シャルワーク関係の相互作用において、苦
情を把握し援助の中に反映させていったの
であり、苦情のみを機関に託していくシス
テムをつくってしまえば、その本質が失わ
れることを警鐘している。
49 ）安井秀作、谷口泰司、河原正明：播磨
地域障害者支援費サービス第三者評価事
業について．近畿福祉大学紀要Vol.5(1)28-
45,2004
    第三者評価は、行政監査よりも、よりよい



福祉サービス利用における社会支援アクセス権の確立

－129－

サービス水準への「誘導的基準」がはたら
くことを提起している。
50 ）福田垂穂 : 人権保障の現代的課題と福祉
専門職の責務 .社会福祉研究 ,第70号 ,32-38,
財団法人鉄道弘済会 ,1997.10
　 福田は、国民が、人権保障に求められる公
共の福祉に対し努力できてはじめて、福祉
サービスにおいて幸福追求できる素地が生
まれると提起しており、人権が保障される
ためには、憲法第13条が求めている個人の
尊重原理である自律的な態度が国民に要請
されてくる。
51 ）押久保倫夫：個人の尊重 : その意義と可
能性．ジュリスト（No.1244）１-15（2003.5.）
　 押久保は個人の尊重が個人的権利として、
そして社会権は社会化された人権としてと
らえられてきたと述べている。
52）前掲書 ケーススタディ障がいと人権 . 
53 ）伊藤周平 : 市民権と社会福祉 . 季刊・社
会保障研究 ,Vol.28No3,298-312,1992
　 伊藤は、参加と自己決定が民主主義理論か
ら提起されており、市民権モデルにおいて
は、市民は福祉サービスの受給者ではなく、
行政計画や立法過程にも参加する主体者で
あると捉え、社会権は福祉サービス受給ま
たは要求の権利だけではなく、個人の自律
や自己実現を保障するための権利としても
位置づけられるべきだと述べている。
54 ）中園康夫 : ノーマリゼーションの原理の
起源とその発展 . 社会福祉学 , 第22－2号 ,
日本社会福祉学会 ,89-111
55 ）多田一路：改憲動向のなかの社会権の位
置．立命館法学2006年２号（306号）
　 多田は政策側が社会保障を人権保障として
捉えていないことについて批判している。
捉えていれば憲法第13条と第25条第２項を
「国の事業として何としても維持しなけれ
ばならないことになる」と述べ、裁量主義

による政策上の問題として捉え続けてきた
ことが、社会権の所得再分配機能を弱め、
社会保障のコスト削減になびいたことを指
摘している。
56 ）笹沼弘志：現代福祉国家における自律へ
の権利．法の科学28号（1999）
　 国民が、政府に対して、適切な保護を請求
する権利を持つことにより、人権を保障さ
れるのであり、保護に依存してしまうので
はなく、国民は、自律しながらその権利を
行使することが重要であると述べている。
57 ）Barbara.Carter,John Chesterman : 
Supported decision-making Background 
and discussion paper. Offi  ce of the Public 
Advocate,10, www.publicadvocate.vic.gov.
au , 2010.10.30
　 人々と支援者との間に十分な合意がなされ
ることによって、支援された上での自己決
定が保障されていくと提起している。
58 ）橋本喜代美 : 補助類型型の知的障がい者
の地域生活支援－施設での生活から地域生
活へ－ . 実践成年後見 No.28, 119－125, 民
事法研究会 , 平成21年１月30日
　 橋本は社会福祉士としての立場から、地域
生活支援では、特に成年後見制度における
身上監護を担う責任が重く、「その人らし
さを支援するために」、「自己決定と自己選
択とエンパワメント、そしてストレングス
へ」という視点を地域において実現するこ
とが重要であると述べ、家族に代わる第三
者の後見や複数後見、市民後見人の養成と
実践を課題に挙げている。
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